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金
子
晃
久
委
員
（
自
民
）　

「
シ
ン
・
い
ば

ら
き
メ
シ
総
選
挙
２
０
２
４
」
で
は
、
受
賞

メ
ニ
ュ
ー
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
メ
ニ
ュ
ー

が
輝
く
方
向
性
を
目
指
す
べ
き
と
考
え
る
。

今
回
の
成
果
を
将
来
に
わ
た
っ
て
展
開
す
る

た
め
、
今
後
ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

政
策
企
画
部
長　

グ
ラ
ン
プ
リ
グ
ル
メ
な
ど

の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
総
選

挙
を
契
機
と
し
て
地
域
振
興
な
ど
に
積
極
的

に
取
り
組
も
う
と
す
る
市
町
村
と
も
連
携
し

な
が
ら
、
今
回
の
総
選
挙
が
地
域
振
興
の
起

爆
剤
と
な
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

（
ほ
か
に
、
イ
ン
ド
人
材
の
活
躍
促
進
、
が

ん
参
療
条
例
の
改
正
を
踏
ま
え
た
対
応
な
ど

も
質
疑
）

髙
安
博
明
委
員
（
国
民
）　

人
口
減
少
が
進

み
、
経
営
が
難
し
く
な
る
医
療
機
関
が
増
え

る
恐
れ
が
あ
る
が
、
地
域
医
療
の
中
核
と
な

る
医
療
機
関
に
対
す
る
今
後
の
支
援
方
針
は
。

保
健
医
療
部
長　

政
策
医
療
を
担
う
医
療
機

関
が
必
要
な
補
助
金
を
計
画
的
に
活
用
で
き

る
よ
う
、
国
に
対
し
て
必
要
額
の
確
保
な
ど

を
働
き
掛
け
て
い
く
。
ま
た
、
第
８
次
保
健

医
療
計
画
で
設
定
し
た
３
つ
の
医
療
提
供
圏

域
ご
と
に
調
整
会
議
を
設
置
し
、
高
度
医
療

に
お
け
る
医
療
機
関
の
役
割
分
担
や
連
携
強

化
に
つ
い
て
議
論
・
検
討
を
進
め
て
い
く
。

（
ほ
か
に
、
若
者
に
選
ば
れ
る
茨
城
に
向
け

た
産
業
振
興
、
円
滑
な
道
路
交
通
に
向
け
た

渋
滞
緩
和
策
な
ど
も
質
疑
）

江
尻
加
那
委
員
（
共
産
）　

医
療
体
制
の
拡

充
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
緊
急
性
が
な
い
と

判
断
さ
れ
た
救
急
搬
送
患
者
に
対
し
、
本
年

12
月
か
ら
選
定
療
養
費
を
徴
収
す
る
方
針
は

撤
回
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
所
見
は
。

知
事　

大
病
院
へ
の
救
急
搬
送
の
集
中
や
医

師
の
時
間
外
労
働
上
限
規
制
強
化
な
ど
に
よ

り
救
急
医
療
現
場
が
逼ひ

っ
ぱ
く迫
す
る
中
、
医
療
機

関
の
役
割
分
担
の
徹
底
、
救
急
医
療
体
制
の

維
持
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
方
針
の
撤
回

は
考
え
て
い
な
い
。
運
用
開
始
以
降
も
、
関

係
機
関
と
検
証
を
行
い
な
が
ら
、
適
切
に
運

用
で
き
る
よ
う
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
。

（
ほ
か
に
、
東
海
第
二
原
発
工
事
の
不
備
の

原
因
、
米
の
安
定
供
給
な
ど
も
質
疑
）

玉
造
順
一
委
員
（
立
憲
）　

今
後
、
金
利
上

昇
が
見
込
ま
れ
る
中
に
あ
っ
て
も
、
本
県
の

財
政
健
全
化
方
針
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

知
事　

金
利
上
昇
に
よ
り
利
払
い
費
は
増
加

す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
健
全
化
の
取
り
組
み

に
よ
る
県
債
残
高
の
減
少
に
よ
り
、
来
年
度

の
負
担
は
今
年
度
と
同
程
度
に
抑
え
ら
れ
る

見
込
み
で
あ
る
。
来
年
度
予
算
編
成
に
お
い

て
も
、
財
政
健
全
化
に
向
け
た
方
針
を
変
え

る
こ
と
な
く
、
必
要
な
投
資
と
将
来
負
担
の

バ
ラ
ン
ス
に
留
意
し
な
が
ら
、
事
業
の
成
果

を
踏
ま
え
た
選
択
と
集
中
を
徹
底
し
て
い
く
。

（
ほ
か
に
、
警
察
官
の
暑
熱
対
策
、
原
子
力

機
構
大
洗
研
究
所
へ
の
核
燃
料
デ
ブ
リ
受
入

れ
な
ど
も
質
疑
）

坂
本
隆
司
委
員
（
自
民
）　

外
国
人
の
受
け

入
れ
を
進
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
と
地

域
住
民
と
の
調
和
が
保
た
れ
る
よ
う
支
援
を

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
所
見
は
。

県
民
生
活
環
境
部
長　

県
で
は
、
県
国
際
交

流
協
会
と
連
携
し
、
市
町
村
な
ど
を
対
象
に
、

地
域
で
暮
ら
す
外
国
人
の
支
援
事
例
の
共
有

や
意
見
交
換
な
ど
を
行
う
会
議
を
開
催
し
、

外
国
人
と
地
域
住
民
と
の
交
流
や
生
活
支
援

の
取
り
組
み
を
後
押
し
し
て
い
る
。
今
後
も
、

市
町
村
な
ど
と
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
外
国

人
が
地
域
と
調
和
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

環
境
整
備
に
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
く
。

（
ほ
か
に
、
保
育
士
の
県
外
流
出
へ
の
対
応
、

大
規
模
降
雨
災
害
時
の
避
難
な
ど
も
質
疑
）

山
本
美
和
委
員
（
公
明
）　

県
内
の
自
動
車

盗
認
知
件
数
は
、
本
年
８
月
末
現
在
で
前
年

に
比
べ
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
全
国
ワ
ー

ス
ト
４
位
で
依
然
と
し
て
高
い
水
準
で
発
生

し
、
手
口
が
日
々
進
化
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
も
、
県
民
に
現
状
と
対
策
を
正
し
く
周

知
し
、
自
主
的
な
防
犯
対
策
を
促
進
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
所
見
は
。

警
察
本
部
長　

抑
止
対
策
の
県
民
へ
の
働
き

掛
け
な
ど
と
併
せ
、
防
犯
カ
メ
ラ
画
像
の
収

集
解
析
な
ど
の
初
動
捜
査
に
力
点
を
置
い
た

検
挙
対
策
を
推
進
し
て
い
く
。

（
ほ
か
に
、
田
ん
ぼ
ダ
ム
促
進
緊
急
対
策
事

業
の
取
組
、
８
０
５
０
問
題
の
背
景
に
あ
る

ひ
き
こ
も
り
者
へ
の
支
援
な
ど
も
質
疑
）

黒
部
博
英
委
員
（
自
民
）　

県
民
生
活
や
経

済
活
動
を
支
え
る
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る

橋
梁
の
老
朽
化
・
耐
震
対
策
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
。

土
木
部
長　

老
朽
化
対
策
と
し
て
は
、
施
設

の
損
傷
が
軽
微
な
段
階
で
早
め
に
直
す
「
予

防
保
全
型
」
へ
の
転
換
を
図
り
、
計
画
的
な

修
繕
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
耐
震
対
策
と

し
て
は
、
橋
脚
な
ど
の
主
要
な
部
材
を
補
強

す
る
対
策
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
も
県
民
の

安
全
・
安
心
の
確
保
に
向
け
た
老
朽
化
・
耐

震
対
策
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
。

（
ほ
か
に
、
那
珂
川
・
久
慈
川
の
緊
急
治
水

対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
企
業
誘
致
の
推
進
な

ど
も
質
疑
）

　次回の、令和６年第４回定例会は、11月29日から12月
16日までの18日間の会期日程で開催される予定です。

月日 曜 議 事 予 定

11. 29 金 議会運営委員会
本会議（開会、知事提出議案説明）

30 土

12.  1 日

2 月 休会（議案調査）

3 火 休会（議案調査）

4 水 議会運営委員会
本会議（一般質問・質疑）

5 木 本会議（一般質問・質疑）

6 金 本会議
（一般質問・質疑、議案常任委員会付託）

7 土

8 日

9 月 休会（委員会審査準備）

10 火 休会（常任委員会）

11 水 休会（常任委員会）

12 木 休会（交通政策・物流問題調査特別委員会）

13 金 休会（議事整理）

14 土

15 日

16 月 議会運営委員会
本会議（委員長報告、採決、閉会）

　

第
３
回
定
例
会
で
、「
茨
城
県
性
暴
力
の
根
絶
を
目

指
す
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
が
可
決
・
成
立

し
、
令
和
６
年
10
月
４
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
茨
城
県
性
暴
力
の
根
絶
を
目
指
す
条
例
」
は
、
性

暴
力
の
被
害
者
を
守
り
、
社
会
全
体
で
支
え
る
と
と
も

に
、
性
暴
力
を
根
絶
す
る
と
の
断
固
た
る
決
意
の
下
、

県
民
が
安
心
・
安
全
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社

会
の
実
現
を
目
指
し
、
い
ば
ら
き
自
民
党
議
員
が
提
案

し
、
令
和
４
年
11
月
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
の
制
定
後
の
動
き
と
し
て
、
性
犯
罪
に
係

る
刑
法
の
改
正
や
、
令
和
６
年
６
月
に
公
布
さ
れ
た

「
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
 ※1

法
」
と
も
い
わ
れ
る
「
学
校
設
置

者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象

性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」

の
制
定
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、

性
犯
罪
の
定
義
や
住
居
の
届
出
 ※2

の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
身
近
に
起
こ
り
得
る
卑

劣
な
性
犯
罪
の
根
絶
に
向
け
た
取
り
組
み
を
さ
ら
に
強
化
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正

し
ま
し
た
。

　

本
県
の
議
員
提
案
政
策
条
例
は
、
こ
の
条
例
で
28
件
目
に
な
り
ま
す
。
県
議
会
は
今
後
も
、

積
極
的
に
政
策
立
案
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

ことば ※1【日本版ＤＢＳ】…子どもと接する仕事に就く人に特定の性犯罪の前科がないか確認する制度。
※2【住居の届出】…子どもに対する性犯罪であって再犯のおそれが高いものにより懲役などの実刑に処せられた者に対し、県への住居の届出を求めるもの。

※
条
例
の
全
文
は
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

https://w
w

w
.pref.ibaraki.jp/gikai/jourei/index.htm

条例の提案説明を行う
戸井田和之議員

質疑に対する答弁を行う
川口政弥議員

予 算 特 別 委 員 会

９
月
25
日（
水
）

金か
ね
こ子　

　

晃て
る
ひ
さ久

（
い
ば
ら
き
自
民
党
）

髙た
か
や
す安　

　

博ひ
ろ
あ
き明

（
国
民
民
主
党
）

江え
じ
り尻　

　

加か

な那
（
日
本
共
産
党
）

玉た
ま
つ
く
り

造　
　

順
じ
ゅ
ん
い
ち一

（
立
憲
い
ば
ら
き
）

坂さ
か
も
と本　

　

隆り
ゅ
う
じ司

（
い
ば
ら
き
自
民
党
）

山や
ま
も
と本　

　

美み

わ和
（
公　
　

明　
　

党
）

黒く
ろ
べ部　

　

博ひ
ろ
ひ
で英

（
い
ば
ら
き
自
民
党
）

●
質
疑
者

予 算 特 別 委 員 会

https://ibaraki-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=gikai_result&gikai_id=169

こちらから▲
録画映像で
ご覧になれます。

議
員
提
案
に
よ
り「
茨
城
県
性
暴
力
の
根
絶
を
目
指
す
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」が
制
定
さ
れ
ま
し
た


